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破産手続開始決定に対する即時抗告の申立についてのお知らせ（その２） 

 

 

平素は、破産者ＴＣＢホールディングス株式会社（事件番号：東京地方裁判所平成２２年（フ）

第１７５５９号。以下「破産会社」といいます。）の破産管財業務にご理解とご協力をいただき

まして、ありがとうございます。 

 

平成２２年１１月３日付プレスリリースにてお知らせいたしましたように、当職は、本年１１

月２日２２時１２分付にて、破産会社の債権者である株式会社ジェイアンドエムキャピタルの代

理人より、破産会社にかかる本年１０月２０日付破産手続開始決定に対し、本年１１月１日付で

即時抗告の申立をした旨の通知を受けましたが、本日、当職より、裁判所に本件申立について確

認したところ、実際に申立がなされていた事実が判明しましたので、お知らせいたします。 

 

仮に、上記の即時抗告により、破産会社にかかる破産手続開始決定が取り消され、確定いたし

ますと、破産手続開始決定は遡及的になかったことになりますが、破産手続開始決定の取消が確

定するまでに当職が破産会社に関しなした行為が効力を失うことはありませんので、引き続き、

破産管財業務にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

なお、上記即時抗告により破産会社にかかる破産手続開始決定が取り消されるか否か及びその

結果が判明する時期の見通しについては不明ですので、この件に関するお問い合わせはご遠慮下

さい。 

 

 また、東京証券取引所による本年１１月５日をもって破産会社株式を上場廃止するとの決定に

ついては、予定通りであり、変更はないとのことです。 

 

 

（破産会社のホームページ） 
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